
平
成
二
十
二
年
四
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

三

五

〇

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
三
五
〇
号

平
成
二
十
二
年
四
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
六
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
時
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
に
係
る
密
約
に
関
す
る

第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
六
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
時
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
に
係
る
密
約
に
関

す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
四
月
二
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
二
九
九
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
で
あ
る
か
ら
、
お
尋
ね
の
答
弁
書
の
作
成
等
に
関
与
し
た
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
四
月
二
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
二
九
九
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
よ
り
、
外
交
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
信
頼
が
失
わ
れ
て
い
る
と

の
観
点
か
ら
、
過
去
の
事
実
を
徹
底
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
岡
田
外
務
大
臣
が
外
務
大
臣
就
任
時
に
徹
底
調
査
を
命
じ
、

そ
の
結
果
を
先
般
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
四
月
二
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
二
九
九
号
）

一



一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
昨
年
九
月
十
六
日
の
岡
田
外
務
大
臣
の
大
臣
命
令
に
基
づ
く
調
査
開
始

前
に
決
定
さ
れ
た
お
尋
ね
の
答
弁
書
は
、
当
時
の
内
閣
と
し
て
決
定
し
、
政
府
と
し
て
の
そ
れ
ま
で
の
一
貫
し
た
立
場
を
答

弁
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
二
四
一
号
）
三
及
び

四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
判
断
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
密

約
」
問
題
に
関
す
る
有
識
者
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
も
、
外
交
に
は
、
あ
る
期
間
、
あ
る
程
度
の
秘
密
性
は
つ
き
も
の
で

あ
る
と
し
た
上
で
、
外
交
に
対
す
る
評
価
は
、
当
時
の
国
際
環
境
や
日
本
国
民
全
体
の
利
益
・
国
益
に
照
ら
し
て
判
断
す
べ

き
も
の
で
あ
る
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
内
閣
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
外
務
大
臣
の
任
に
あ
っ

た
者
御
自
身
が
自
ら
の
意
思
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
方
々
に
対
し
、
政
府
と
し
て
何
ら
か
の
対
応
を

と
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


